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第 号

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
農
村

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

所
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
指
定
居
宅

呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
（

問
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
の
廃
止
（
高

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
係
る
手

路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の

路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）

告問
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

問
入
浴
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー

問
看
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
指

目

次

示戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五

定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
指
名
競

安
林
予
定
森
林
（
森
林
整
備
課
）
…

週
火
・
金
曜
日
発
行

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

事
業
者
の
指
定
（
高
齢
保
健
福
祉
課
）

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
高
齢
保
健

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
高

高
齢
保
健
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
…
…

事
業
の
廃
止
（
高
齢
保
健
福
祉
課
）
…

齢
保
健
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

辞
退
（
高
齢
保
健
福
祉
課
）
…
…
…
…

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
二
件

続
の
開
始
（
企
業
立
地
推
進
室
）
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
ゅ
ん
功
の
認
可
（
港
湾
課
）
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

事
業
者
の
指
定
（
高
齢
保
健
福
祉
課
）

ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
高
齢
保
健
福
祉

事
業
者
の
指
定
（
高
齢
保
健
福
祉
課
）

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
高

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請

争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
農
村
整

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

福
祉
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
七

齢
保
健
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

）
（
商
政
課
）
…
…
…
…
…
…
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

齢
保
健
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
六

の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
一

備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

平 成 年
月 日

（金曜日）

備
考

「
四
八
」
と
は
、
水
質
汚

十
八
号
の
火
薬
製
造
業
の
用

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

種
類
、
構
造
及
び
使
用

種

類

構

能

力

（

／
日
）

四
八

（
二
基
）

一
〇
〇

四
八

五
〇

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

日
本

住

所

東
京

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称

名

称

日
本
化
薬
株

所
在
地

山
陽
小
野
田

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可

当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し

間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境

覧
に
供
す
る
。

○
選
管
告
示

不
在
者
投
票
の
で
き
る
老
人
ホ
ー

不
在
者
投
票
の
で
き
る
老
人
ホ
ー

告

濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政

に
供
す
る
洗
浄
施
設
を
い
う
。

時
間
間
隔
等

造

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開

予年
月

平
成
一
七
、

七
、
八
平
成
一
七
、

九
、
三
〇
平
成
一
七

一
〇
、
一

〃

〃

〃
山
口

及
び
住
所

化
薬
株
式
会
社

都
千
代
田
区
富
士
見
一
丁
目
一
一

及
び
所
在
地

式
会
社
厚
狭
工
場

市
大
字
郡
二
三
〇
〇
番
地

置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概

こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ

た
書
面
は
、
平
成
十
七
年
六
月
十

政
策
課
及
び
山
陽
小
野
田
市
市
民

ム
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ム
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

示

一

令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
四

使

用

の

方

法

始定日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

、一
断

続
一
四
時
間
変
動
な
し

〃

〃

〃

県
知
事

二

井

関

成

番
二
号

十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事

七
日
か
ら
同
年
七
月
七
日
ま
で

環
境
部
環
境
課
に
お
い
て
公
衆
の

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

基前の縦 一一

告

示
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凝排

山 口
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備四凝

第 号

種
集

沈

殿

施

設

処
理
後

水

槽

処
理
前

処
理
後

水

槽

〃

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び

類

項

目

水通

処
理
前

考

の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間

種

類

構

集

沈

殿

施

設

鉄
筋
コ
ン
ク
リ

製

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状

類

水

素

イ

オ

ン
（
水
素

通

常

最

四
八

（
二
基
）

〇
・
九

四
八

〃

〃

〃

〃

七

〃

五
〇

〃

〃

二
〇

、
二
〇
〇

処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態

汚

水

等

素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
（

常

最

大

通

常

最

六
・
七

六
・
五

七
・
五

二
〇

い
て
準
用
す
る
。

項隔
等

造

能

力

（

／
日
）

ー
ト

二
三
〇

態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

汚

水

等

濃

度
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

大

通

常

最

〇
・
一一

五
五
〇

一
、
〇
〇

〃

二
〇

五

〃

〃

〃

〃

九
六

三
〇

五
〇

〃

四
〇

五

一
〇

〃

沈

殿

連

続

の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

の

汚

染

求
量
／

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）
（

大

通

常

最

大

最

四
〇

二
〇

四
〇

検

処
理
の
方
式

使

用

時

間

間

隔

凝

集

沈

殿

断

続

の

汚

染

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）

大

通

常

最

大

〇

二
〇

五
〇

〇

〃

〃

〃

〃

六
〇

九
〇

〃

〃

二

四

時

間

〃

状

態

の

鉱
油
類
／

）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

出
せ
ず

二
〇

三
〇

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動

概

一

四

時

間

変

動

な

状

態

の

窒

素

（

／

）

通

常

最

大

通

一
〇

一
五

〃

〃

〃

〃

〃

二
・
八

三
・
二

八
五

〃

〃

〃

汚
水
等
の

値

燐（

／

）

通

常

最

大

通

〇
・
五

一

一
七

の要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完

年

月

し

（
既

値

汚
水
等

燐
（

／

）

常

最

大

通

五

一
五

〃

〃

〃

〇
・
一

一
、
一
八
一
・
二

〃

一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

八
・
四

二
二
八

成
予
定日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

設
）

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

三

四
・
六

一
・
五

二
・
三

二



平成 年 月 日 金曜日

二
構

山 口 県

一

（定期）報

山
地

よ
り

名
競

参
加

第 号

五排１２

示
（
平
成
十
四
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

ナ
ト
ム
工
法

二
九
六
メ
ー

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
事
業
阿

工
事
場
所

萩
市
大
字
上
小
川

工
事
の
概
要

工

法

延

排

水

口

七

口
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

、
広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
事
業

争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な

資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排

水

口

排

水
素
イ
オ
（
水

通

常

排

水

口

六
・
九

第
五
百
五
十
九
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

ト
ル

八
・
〇
メ
ー
ト
ル
（
車
道

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

山
口
県
知

武
東
二
期
地
区
友
信
ト
ン
ネ
ル

東
分
字

谷
か
ら
同
市
大
字
中

長

道

路

〃

〃

〃

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

阿
武
東
二
期
地
区
友
信
ト
ン
ネ

資
格
（
以
下
「
入
札
参
加
資
格

法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定

出
水
の
量

出

水

の

ン
濃
度

素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

）

最

大

通

常

最

大

六八

一
〇

二
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の

六
・
五
メ
ー
ト
ル
）

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

事

二

井

関

成

建
設
工
事

小
川
字
奥
畑
ま
で
の
間

幅

員
一
五

三
〇

〃

七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に

ル
建
設
工
事
の
契
約
に
係
る
指

」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
入
札

め
た
。

汚

染

浮

遊

物

質

量

（

／

）

鉱
油

（

／

通

常

最

大

最

〇

一
〇

二
〇

検
出

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

入
札
参
加
資
格
の
審
査

争
入
札
参
加
資
格
審
査
申

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

経
営
事
項
審
査
結
果

３

特
定
建
設
業
の
許
可

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

十
六
年
三
月
一
日
以
降
に

九
第
一
項
に
規
定
す
る
総

営
事
項
審
査
」
と
い
う
。

で
あ
る
こ
と
。

共
同
企
業
体
の
代
表
者

評
定
値
が
九
百
以
上
で
あ

三

入
札
参
加
資
格
の
審
査

共
同
企
業
体
競
争
入
札

二
七
・
八
四
四
四
・
三
五

等
級
で
あ
る
こ
と
。

２

建
設
業
法
（
昭
和
二

定
す
る
特
定
建
設
業
の

３

出
資
比
率
が
三
十
五

共
同
企
業
体
の
代
表
者

成
十
七
年
六
月
十
六
日
ま

状

態

の

類
）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

通

せ
ず

二
四
・
七
七

三
七
・
四

な
い
。

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示

請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以

。の
写
し

通
知
書
の
写
し
又
は
総
合
評
定
値

通
知
書
の
写
し

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

経
営
事
項
審
査
を
受
け
た
場
合
に

合
評
定
値
の
通
知
）
を
行
っ
た
も

）
の
土
木
一
式
工
事
の
総
合
評
点

以
外
の
者
の
経
営
事
項
審
査
の
土

る
こ
と
。

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

一
・
五
八

二
・
八

一
、
三
〇

十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法

許
可
（
土
木
工
事
業
に
係
る
も
の

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一

で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府

排
出
水
の

値

燐（

／

）

常

最

大

通

一
・
二
七

二
・
二
五

一
、

三

四
の

に
規
定
す
る
共
同
企
業
体

下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を

通
知
書
の
写
し

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

あ
っ
て
は
、
法
第
二
十
七
条
の
二

の
の
う
ち
直
近
の
も
の
（
以
下
「

又
は
総
合
評
定
値
が
九
百
五
十
以

木
一
式
工
事
の
総
合
評
点
又
は
総

〇
・
八

一
、
七
二
五
・
九

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に

に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と

項
に
規
定
す
る
経
営
事
項
審
査
で

県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知
（
平

一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

一
八
五

一
、
四
三
〇

競提に 十経上合 規。平成



平成 年 月 日 金曜日

三

山 口

一
五二

二

（定期）県 報

〇
山

森
安
林

第 号

四
（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、

水
源
の
か
ん
養

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
佐
々
並
字
白
口
東
大
霜

美
祢
郡
秋
芳
町
大
字
嘉
万
字
高
迫

の
一
九
、
三
一
五
の
二
二
、
三
一

か
ら
三
一
五
の
四
五
ま
で
、
三
一

指
定
の
目
的

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

）
に
す
る
こ
と
。

口
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

山
口
県
萩
農
林
事
務
所

萩
市

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
七
年
六
月
二
十
七
日
か

で
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の

指
名
競
争
入
札
指
名
通
知
書
又

ま
で
に
発
送
す
る
。

そ
の
他

そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

め
な
い
。

と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立

る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

山
口
県
知

六
五
四

三
一
五
の
五
か
ら
三
一
五
の
七

五
の
三
四
、
三
一
五
の
三
八
、

五
の
四
七
か
ら
三
一
五
の
五
四

、
山
口
県
萩
農
林
事
務
所
（
電

百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の

あ
る
。

大
字
江
向
五
三
一
番
地
の
一

間ら
同
年
七
月
一
日
ま
で
の
午
前

通
知
方
法

は
指
名
競
争
入
札
非
指
名
通
知

部
森
林
整
備
課
並
び
に
関
係
市

木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

す
る
。

事

二

井

関

成

ま
で
、
三
一
五
の
一
〇
、
三
一

三
一
五
の
四
〇
、
三
一
五
の
四

ま
で
、
字
滝
ヶ
迫
三
一
七

話
〇
八
三
八

二
二

四
八
〇

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

書
を
平
成
十
七
年
七
月
十
三
日

路
線
名

供

用

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

美
祢
郡
美
東
町
大
字
絵
堂
字
北
山
三

の
三
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字
字
刀
祢
河
内

一
三
の
六
地
先
ま
で

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
四

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
九
〇
号

道
路
の
区
域

区

役
所
及
び
町
役
場
に
備
え
置
い

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
三

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

開

始

の

区

律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二

七
年
六
月
十
七
日
か
ら
一
月
間
山

山
口

旧

最
狭

六
・
〇

最
広

一
七
・
六

一
七

一
二

新

六
・
〇

最
狭

及
び

一
三
・
六

一
七
・
六

最
広

及
び

四
九
・
四

号

山
口

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

号
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一

七
年
六
月
十
七
日
か
ら
一
月
間
山

間

供
用
開
始
の
期
日

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に

県
知
事

二

井

関

成

九
二
七
・
〇

九
二
七
・
〇
及
び

九
六
四
・
八

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

県
知
事

二

井

関

成

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に

四

道お 道お



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 （定期）報

一

第 号

一四山
公

と
お

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら
一
一

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら
一
八

９
の
地
点
を
結
ぶ
南
側
の
円
弧
、

二
二
分
一
一
秒
五
〇
・
〇
〇
メ
ー

で

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ

だ
線
及
び
１
の
地
点
と

の
地
点

１
の
地
点

熊
毛
郡
上
関
町
大
字

四
〇
・
七
六
一
秒
東
経

二
六
秒
一
、
五
九
七
・

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら
九
七

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら
九
八

次
の
１
の
地
点
か
ら
３
の
地
点

九
秒
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

４
の
地
点
を
結
ぶ
北
東
側
の
円
弧

け
指
令
港
湾
第
二
六
四
号
で
し
ゅ

八
三
メ
ー
ト
ル
）
、
５
の
地
点
と

第
六
九
五
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
さ

ル
）
、
６
の
地
点
か
ら
８
の
地
点

三
秒
二
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

埋
立
区
域

位
置

熊
毛
郡
上
関
町
大
字
室
津
字
築

道
路
に
至
る
土
地
の
地
先
公
有
水

区
域

般
国
道

九
〇
号

美
祢
郡
美
東
町
大
字
絵
堂

同
郡

同
町

同
大
字
字

口
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る

九
度
一
四
分
三
六
秒
五
・
三
九

九
度
五
三
分
五
七
秒
一
三
三
・

９
の
地
点
と

の
地
点
を
結
ん

ト
ル
の
地
点
を
中
心
と
す
る
半

南
西
側
の
円
弧
、

の
地
点
か

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

長
島
字
沖
鍋
島
の
沖
鍋
島
四
等

一
三
二
度
〇
六
分
一
三
・
六
九

四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

度
四
八
分
二
三
秒
三
三
・
四
七

度
五
二
分
〇
二
秒
一
三
・
五
〇

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、
３
の

を
中
心
と
す
る
半
径
七
・
〇
〇

、
４
の
地
点
と
５
の
地
点
を
結

ん
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公

６
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
年
十

れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、
８
の

を
中
心
と
す
る
半
径
二
・
二
〇

山
口
県
知

出
町
八
六
九
の
五
か
ら
同
大
字

面 字
北
山
三
一
七
の
三
地
先
か
ら

刀
祢
河
内
一
二
一
三
の
六
地
先
ま
で

第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第

工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た

メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

だ
線
、

の
地
点
か
ら
五
六
度

径
五
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
円

ら

の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん

三
角
点
（
北
緯
三
三
度
五
〇
分

五
秒
）
か
ら
一
三
一
度
五
〇
分

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

地
点
か
ら
一
八
六
度
三
五
分
五

メ
ー
ト
ル
の
円
で
３
の
地
点
と

ぶ
昭
和
四
十
六
年
四
月
六
日
付

有
水
面
と
の
境
界
線
（
＋
二
・

二
月
二
十
一
日
付
け
指
令
港
湾

境
界
線
（
＋
二
・
八
三
メ
ー
ト

地
点
か
ら
三
二
九
度
二
八
分
四

メ
ー
ト
ル
の
円
で
８
の
地
点
と

事

二

井

関

成

字
瀬
戸
町
九
〇
六
に
沿
接
す
る

平
成
十
七
年
六
月
十

八
日

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

。

美
祢
市
大
嶺
町
東
分
字
上
西
一
六

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し

そ
の
関
係
図
面
は
、
美
祢
土

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

地

名

及

び

番

熊
毛
郡
上
関
町
大
字
長
島

上
関
町

上
関
町
長

柏
原

重

五

認
可
の
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
七
日

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
六

の
地
点

の
地
点
か

面
積

一
四
、
九
七
八
・
九
〇

二

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
六
年
七
月
十
九
日

三

関
係
図
書
を
閲
覧
で
き
る

上
関
町

四

認
可
を
受
け
た
者

６
の
地
点

５
の
地
点
か

７
の
地
点

６
の
地
点
か

８
の
地
点

７
の
地
点
か

９
の
地
点

８
の
地
点
か

の
地
点

９
の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

五
六
の
六

四
・
〇

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

た
。

木
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に

山
口

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

五
〇
三
番
地

海
号

ら
五
二
度
五
五
分
五
七
秒
四
二
・

平
方
メ
ー
ト
ル

指
令
港
湾
第
三
〇
七
号

市
町
村

ら
二
一
八
度
五
七
分
三
五
秒
九
三

ら
二
一
八
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
二

ら
二
三
五
度
二
〇
分
〇
〇
秒
一
〇

ら
二
八
四
度
二
七
分
一
九
秒
三
・

ら
三
二
五
度
一
九
分
二
八
秒
八
六

ら
三
四
四
度
三
六
分
三
一
秒
三
一

ら
九
八
度
〇
六
分
〇
五
秒
五
九
・

五

四
三
・
九

一
七
七
・
一
三

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

供
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

長

（
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

路



平成 年 月 日 金曜日

社
会

と
つ

（
三介

り
訪

山 口

（
三介

り
訪指名

（定期）県 報

指名
有
限

ケ
ア

株
式

祉
会

第 号

（
三介

り
訪

の
所
在
地

福
祉
法
人
ひ

の
会

防
府
市
大
字
佐
野

一
五
二
の
一

三
八
）
訪
問
看
護
に
係
る
指
定
居

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

問
看
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

三
七
）
訪
問
入
浴
介
護
に
係
る
指

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

問
入
浴
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
社
ラ
ン
ド

下
松
市
西
柳
二
丁

目
二
番
三
〇
号

会
社
香
楓
福

光
市
大
字
三
輪
一

五
〇
六

公

三
六
）
訪
問
介
護
に
係
る
指
定
居

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

問
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

訪
問
入
浴
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ス
マ
イ
ル

ネ
ッ
ト
防
府

防
府
市

一
五
二

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一

ス
事
業
者
の
指
定
を
し
ま
し
た

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指

二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一

ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
し
ま

山
口
県
知

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

名

称

所
山
口
県
知

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

名

称

所

み
の
り
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

下
松
市

目
二
番

株
式
会
社
香
楓
福

祉
会

光
市
大

五
〇
六

告

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一

ス
事
業
者
の
指
定
を
し
ま
し
た

大
字
佐
野

の
一

平
成
一
七
、

六
、

一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

。 定項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

し
た
。

事

二

井

関

成

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

事

二

井

関

成

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

西
柳
二
丁

三
〇
号

平
成
一
七
、

六
、

一

字
三
輪
一

〃

〃

〃

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

。

り
通
所
介
護
に
係
る
指
定
居
宅

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
萩

市
社
会
福
祉
事
業

団

萩
市
大
字

六
〇
の
二

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は

る
事
務
所

在
地

医
療
法
人
治
徳
会

周
南
市
大

四
二
一
七

（
三
四
〇
）
通
所
介
護
に
係
る

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

（
三
三
九
）
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

り
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は

る
事
務
所

在
地

特
定
非
営
利
活
動

法
人
シ
ニ
ア
ラ
イ

フ
会

大
島
郡
周

町
大
字
久

六
五
の
五

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
し
ま

山
口

者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

務
所

名

称

所

椿
三
四

田
万
川
小
規
模
デ

イ
ホ
ー
ム
う
た
た

ね

萩二

主
た

の
所

名

称

所

字
湯
野

の
二

老
人
保
健
施
設
温

泉
の
里

周四

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指

律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条

ー
シ
ョ
ン
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー

律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条

に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

山
口

者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

山
口

者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

主
た

の
所

名

称

所

防
大
島

賀
四
七

シ
ニ
ア
ラ
イ
フ
訪

問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

柳番
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

行
う
事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

市
大
字
上
田
万

六
七
八

平
成
一
七
、

六
、

指
定
年
月
日

在

地

南
市
大
字
湯
野

二
〇
四
の
一

平
成
一
七
、
六
、

定第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

ビ
ス
事
業
者
の
指
定

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

者
の
指
定
を
し
ま
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

行
う
事
業
所

県
知
事

二

井

関

成

行
う
事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

井
市
山
根
二
六

三
号

平
成
一
七
、
六
、

六

一 一お お 一

公

告



平成

指名

年 月 日 金曜日

（
三介

り
痴

山 口 県

り
短指名

医
療

涛
会

（定期）報

パ
ー
ビ
ス

有
限

（
三介

第 号

有
限

有
限

サ
ポ

春医
療
院有

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

四
二
）
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
指
定
居

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

法
人
社
団
松

下
関
市
横
野
町
三

丁
目
一
六
番
三
五

号

ツ
介
護
サ
ー

セ
ン
タ
ー

字
東
高
泊
一
九
一

五
の
一
五

会
社
真
心
会

熊
毛
郡
田
布
施
町

大
字
下
田
布
施
六

五
〇
の
一
〇

四
一
）
短
期
入
所
生
活
介
護
に
係

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

会
社
富
喜

美
祢
市
大
嶺
町
東

分
一
二
一
五
の
一

会
社
ラ
イ
フ

ー
ト
ハ
ウ
ス

周
南
市
大
字
呼
坂

一
〇
〇
六
の
四
八

四

法
人
竹
内
医

〃

大
字
戸
田

二
七
八
三

限
会
社
オ
ー

山
陽
小
野
田
市
大

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

名

称

所

護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

山
口
県
知

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を

山
口
県
知

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

名

称

所

彦
島
内
科
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ

下
関
市

浦
町
九

五
号

オ
ー
パ
ー
ツ
中
川

川
四
丁

号

リ
ハ
ビ
リ
介
護

“ひ
だ
ま
り
”
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

熊
毛
郡

大
字
下

五
〇
の

る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
あ
り
が
と

う

美
祢
市

分
一
二

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
春

周
南
市

七
七
七

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

〃七
二
〇

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

山
陽
小

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

事
業
者
の
指
定

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

指
定
を
し
ま
し
た
。

事

二

井

関

成

し
ま
し
た
。

事

二

井

関

成

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

彦
島
江
の

丁
目
四
番

平
成
一
七
、

六
、

一

目
四
番
一

〃

〃

田
布
施
町

田
布
施
六

一
〇

〃

〃

〃

の
指
定

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

大
嶺
町
東

一
五
の
一

〃

〃

〃

大
字
中
村

の
二
四
三

〃

〃

〃

大
字
夜
市

の
一

〃

〃

〃

野
田
市
中

〃

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

（
三
四
四
）
訪
問
介
護
に
係
る

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

二

社
会
福
祉
法
人
萩

市
社
会
福
祉
事
業

団

萩
市
大
字

六
〇
の
二

愛
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
有
限
会
社

防
府
市
駅

番
三
二
号

医
療
法
人
八
葉
会

周
南
市
大

三
二
〇
四

有
限
会
社
ラ
イ
フ

サ
ポ
ー
ト
ど
れ
み

美
祢
市
大

分
三
一
六

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

有
限
会
社
ナ
ッ
ク

下
関
市
山

町
四
番
一

有
限
会
社
さ
く
ら

〃

豊

字
中
村
六

医
療
法
人
竹
内
医

院

周
南
市
大

二
七
八
三

（
三
四
三
）
指
定
居
宅
介
護
支

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

事
業
所

務
所

名

称

所

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条

ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
り
ま

山
口 二

椿
三
四

指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
所
う
た
た

ね

萩二

南
町
八

愛
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

防番

字
久
米

の
五

生
野
屋
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

下三号

嶺
町
東

八
の
一

有
限
会
社
ラ
イ
フ

サ
ポ
ー
ト
ど
れ
み

美分
山
口

者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を

務
所

名

称

所

の
田
東

〇
号

た
ん
ぽ
ぽ
居
宅
介

護
支
援
セ
ン
タ
ー

下町

田
町
大

七
四
の

居
宅
介
護
支
援
さ

く
ら

〃字

字
戸
田

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

夜
市
の
ん
た

周七

援
事
業
者
の
指
定

律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条

の
指
定
を
し
ま
し
た
。

七

を
廃
止
し
た

廃
止
年
月
日

在

地

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訪

し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

市
大
字
上
田
万

六
七
八

〃

〃

府
市
駅
南
町
八

三
二
号

〃

〃

松
市
生
野
屋
南

丁
目
二
番
一
三

〃

〃

祢
市
大
嶺
町
東

三
一
六
八
の
一

〃

〃

県
知
事

二

井

関

成

行
う
事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

関
市
山
の
田
東

四
番
一
〇
号

平
成
一
七
、

六
、

豊
田
町
大

中
村
六
七
四
の

〃

〃

南
市
大
字
夜
市

二
〇
の
一

平
成
一
七
、

六
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

問 〃〃〃〃 一〃 一お



平

十
七

ら
意

成 年 月 日 金曜日

名
宇
部

（
三大

山 口

株
式
ん
福

（
三介

医
療

（定期）県 報

介
居
宅指名

第 号

有
限

ケ
ア

有コ
ー

ン有
限

ド（
三

年
二
月
四
日
山
口
県
公
告
（
五
八

見
を
聴
き
ま
し
た
。

指

定

介

護

療

養

称

所

協
立
病
院

宇
部

四
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

会
社
あ
ん
し

祉
会

山
口
市
湯
田
温
泉

五
丁
目
五
番
一
号

四
六
）
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

施
設
か
ら
次
の
と
お
り
指
定
の
辞

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

介
護
支
援
事
業
の
廃
止
の
届
出
が

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
社
ラ
ン
ド

周
南
市
千
代
田
町

六
番
三
号

限
会
社
フ
ジ

ポ
レ
ー
シ
ョ

〃

住
崎
町
一

三
番
一
〇

一
四

〇
二
号

会
社
マ
イ
ン

柳
井
市
神
代
二
八

九
九

四
五
）
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に

山
口
県
知

型

医

療

施

設

在

地

市
五
十
目
山
町
一
六
番
二
三
号

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

共
済
苑
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

山
口
市

五
丁
目

設
の
指
定
の
辞
退

二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規

退
が
あ
り
ま
し
た
。

二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
の
規

あ
り
ま
し
た
。

山
口
県
知

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃

事
業
所

名

称

所

み
の
り
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

周
南
市

六
番
三

ふ
じ
・
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
周
南

〃三
番
一

〇
二
号

有
限
会
社
マ
イ
ン

ド

柳
井
市

九
九

の
廃
止

つ
い
て
次
の
と
お
り
下
関
市
か

事

二

井

関

成

指
定
辞
退
年
月
日

平
成
一
七
、

五
、
三
一

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

湯
田
温
泉

五
番
一
号

平
成
一
七
、

四
、
三
〇

定
に
よ
り
、
指
定
介
護
療
養
型

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定

事

二

井

関

成

止
し
た

廃
止
年
月
日

在

地

千
代
田
町

号

平
成
一
七
、

五
、
三
一

住
崎
町
一

〇

一
四

〃

〃

〃

神
代
二
八

〃

四
、
三
〇

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項

（
三
四
九
）
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又

三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適

に
係
る
手
続
を
開
始
し
ま
す
。

当
該
意
見
は
、
平
成
十
七
年

商
政
課
及
び
下
関
市
観
光
産
業

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ス
ー
パ
ー
セ

所
在
地

下
関
市
清
末

二

意
見
の
概
要

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
三
四
八
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

十
七
年
二
月
四
日
山
口
県
公
告

ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
十
七
年

商
政
課
及
び
下
関
市
観
光
産
業

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ス
ー
パ
ー
セ

所
在
地

下
関
市
清
末

山
口

に
つ
い
て
配
慮
を
求
め
る
。

ザ
ル
方
式
に
係
る
手
続
の
開
始

は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例

用
さ
れ
る
契
約
に
つ
い
て
、
次
の

六
月
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
十
九

部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の

山
口

及
び
所
在
地

ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
小
月
店

五
毛
一
丁
目
四
番
一
号

は
な
い
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

（
五
九
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店

六
月
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
十
九

部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の

山
口

及
び
所
在
地

ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
小
月
店

五
毛
一
丁
目
四
番
一
号

県
知
事

二

井

関

成

を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

と
お
り
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
下
関
市

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

八

第式 部 成か 部



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県

三

（定期）報

二

第 号

一

持
参
し
、
又
は
書
留
に
よ
り

２

提
出
場
所

山
口
県
商
工
労
働
部
企
業
立

１

提
出
方
法

持
参
し
、
又
は
書
留
に
よ
り

２

提
出
場
所

山
口
県
商
工
労
働
部
企
業
立

３

受
領
期
限

平
成
十
七
年
七
月
八
日
午
後

企
画
提
案
書
の
提
出
方
法
、
提

１

提
出
方
法

手
続
等

応
募
要
項
の
配
布

１

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山

２

日
時

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日
か

十
分
ま
で

参
加
表
明
書
の
提
出
方
法
、
提

参
加
資
格

こ
の
手
続
に
参
加
で
き
る
者
は
、

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二

二
項
に
規
定
す
る
者
で
な
い
こ
と

県
が
発
注
す
る
業
務
の
委
託
契

に
必
要
な
資
格
並
び
に
資
格
審
査

県
告
示
第
三
百
二
十
七
号
）
に
基

る
。
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

業
務
の
概
要

業
務
名

戦
略
的
企
業
誘
致
宣
伝
業
務

業
務
内
容

企
業
に
対
す
る
山
口
県
の
投
資

契
約
期
間

契
約
締
結
の
日
の
翌
日
か
ら
平

郵
送
す
る
こ
と
。

地
推
進
室

郵
送
す
る
こ
と
。

地
推
進
室

四
時
三
十
分

出
場
所
及
び
受
領
期
限

口
県
商
工
労
働
部
企
業
立
地
推

ら
同
年
七
月
八
日
ま
で
の
午
前

出
場
所
及
び
受
領
期
限

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

。約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は

申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関

づ
く
競
争
入
札
参
加
資
格
（
広

。 環
境
に
関
す
る
宣
伝

成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

進
室

九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三

も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

六
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
第

指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

す
る
告
示
（
平
成
十
五
年
山
口

告
及
び
広
報
に
係
る
も
の
に
限

法
人
に
つ
い
て
は
、
複

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山

四
五
）
に
問
い
合
わ
せ
る

五

日
本
語
及
び
日
本
国
通

契
約
書
の
作
成
の
要
否

要参
加
表
明
書
の
提
出
時

提
案
書
の
提
出
時
ま
で
に

こ
の
手
続
に
参
加
し
た

加
停
止
を
受
け
る
こ
と
と

い
こ
と
が
あ
る
。

家
室

幸
喜

坂
田

和
彦

林

正
男

森

敏
明

四

そ
の
他

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

二
井

契
約
手
続
に
お
い
て
使

３

受
領
期
限

平
成
十
七
年
七
月
二

審
査

審
査
は
、
次
の
審
査
員

七
年
八
月
上
旬
に
行
う
。

和
田

卓
也

上
田

治
智

数
の
営
業
所
等
が
こ
の
手
続
に
参

口
県
商
工
労
働
部
企
業
立
地
推
進

こ
と
。

貨に
お
い
て
二
の

の
要
件
を
満
た

こ
れ
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
足

者
が
業
務
委
託
に
係
る
競
争
入
札

な
っ
た
場
合
は
、
審
査
の
対
象
と

関
成

用
す
る
言
語
及
び
通
貨

十
九
日
午
後
四
時
三
十
分

に
よ
り
、
最
も
優
れ
た
企
画
提
案

九

加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

室
（
電
話
〇
八
三

九
三
三

三

し
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
企

り
る
。

等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く

せ
ず
、
又
は
契
約
の
締
結
を
行
わ

書
を
提
出
し
た
者
の
特
定
を
平
成

一 画参な 十



平

二

成 年 月 日 金曜日

一二一

山 口

一二

（定期）県 報

一二一二

第 号

（
三次

工
事
完
了
の
時
期

事
業
の
名
称

県
営
大
道
北
地
区
ほ
場
整
備
事
業

工
事
完
了
の
時
期

平
成
十
一
年
八
月
五
日

事
業
の
名
称

県
営
大
道
北
地
区
ほ
場
整
備
事
業

平
成
十
四
年
十
二
月
五
日

事
業
の
名
称

県
営
大
道
北
地
区
ほ
場
整
備
事
業

工
事
完
了
の
時
期

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

事
業
の
名
称

県
営
大
道
北
地
区
ほ
場
整
備
事
業

工
事
完
了
の
時
期

平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日

事
業
の
名
称

県
営
大
道
北
地
区
ほ
場
整
備
事
業

工
事
完
了
の
時
期

五
〇
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の

の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

（
第
四
換
地
区
）

（
第
五
換
地
区
）

（
第
三
換
地
区
）

（
第
一
換
地
区
）

（
第
二
換
地
区
）

完
了

工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

山
口
県
知
事

二

井

関

成

株
式
会
社
穴
吹
工
務
店

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

下
松
市
大
字
山
田
字
田
中

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

兵
庫
県
姫
路
市
北
条
口
四

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

下
松
市
美
里
町
三
丁
目

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

香
川
県
高
松
市
藤
塚
町
一

一

事
業
の
名
称

県
営
嘉
年
下
地
区
担
い
手

二

工
事
完
了
の
時
期

平
成
十
五
年
二
月
十
九
日

（
三
五
一
）
開
発
行
為
に
関
す

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

平
成
十
一
年
八
月
五
日

一

事
業
の
名
称

県
営
上
田
真
鍋
地
区
担
い

二

工
事
完
了
の
時
期

平
成
十
三
年
十
二
月
一
日

域
の
名
称

、
字
北
河
内
及
び
字
東
河
内

住
所
及
び
氏
名

丁
目
四
番
地

本
株
式
会
社

お
り
公
告
し
ま
す
。

山
口

域
の
名
称

住
所
及
び
氏
名

丁
目
一
一
番
二
二
号

育
成
基
盤
整
備
事
業

る
工
事
の
完
了

年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第

手
育
成
基
盤
整
備
事
業

県
知
事

二

井

関

成

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為

一
〇

に



平成

「
特県

「
山

年 月 日 金曜日

山
不

告
示

山 口 県

名
特
別
園特

別
ア
シ

特
別
園特

別
庄
園

（定期）報

山
公

投
票

第 号

一二

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
山
口

は
ぎ
園

〃

口
県
灘
海
園

〃

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

在
者
投
票
の
で
き
る
老
人
ホ
ー
ム

第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

「
山
口
県
貴
船
園

〃

称

所

養
護
老
人
ホ
ー
ム
貴
船

下
関
市

養
護
老
人
ホ
ー
ム

オ

ス
は
ぎ
園

萩
市
大

養
護
老
人
ホ
ー
ム
灘
海

岩
国
市

養
護
老
人
ホ
ー
ム
伊
保

柳
井
市

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

の
で
き
る
老
人
ホ
ー
ム
を
次
の
と

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

光
市
大
字
浅
江
字
か
け
口

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

光
市
光
井
七
丁
目
五
〇
番
七

三

森
山

直
洋

大
字
大
井
一
七
二
三
の
六

黒
磯
町
二
丁
目
一
六
番
一
号

第
九
十
六
号

の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

う
に
改
正
す
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

貴
船
町
三
丁
目
四
番
一
号

在

地

貴
船
町
三
丁
目
四
番
一
号

井
一
七
二
三
の
六
一

黒
磯
町
二
丁
目
一
六
番
一
号

伊
保
庄
一
の
二

委
員
会

第
九
十
五
号

年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十

お
り
指
定
し
た
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

称び
氏
名

〇
三
号

昭
和
五
五
、

六
、
一
二

昭
和
四
七
、

七
、
一
〇

十
年
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

長

福

田

隆

司

昭
和
四
六
、

二
、
二

指

定

年

月

日

平
成
一
七
、

五
、
二
四

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

五
条
の
規
定
に
よ
り
、
不
在
者

長

福

田

隆

司

」
、

」
及
び

二
」
、

一
一

選
挙
管
理
委
員
会



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 金曜日 山 口 （定期）県 報 第 号

「
山

削
る七

年
六
月
十
七
日
印
刷

七
年
六
月
十
七
日
発
行

口
県
伊
保
庄
園

柳
井

。

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

市
大
字
伊
保
庄
一
の
二

庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

昭
和
五
一
、

七
、
一
三

七
百
円
（
送
料
共
）

」
を

一
二


